
人事院職員福祉局職員福祉課
☎03-3581-5311（内線：2574）

令和４年４月１日から、

育児休業・介護休暇等の
取得要件を緩和します！

育児休業

削除

⑴ 勤務日が週３日以上又は年121日以上である

⑵ 子が１歳６か月になる日までに任期（更新後のもの
を含む）が満了すること及び特定官職（任命権者を同
じくする官職）に引き続き採用されないことが明らか
でない

⑶ 特定官職に引き続き在職した期間が１年以上である

介護休暇

⑴ 勤務日が週３日以上又は年121日以上である

⑵ 介護休暇開始予定日から93日目より６月を経過する
日までに任期（更新後のものを含む）が満了すること
及び特定官職に引き続き採用されないことが明らかで
ない

⑶ 特定官職に引き続き在職した期間が１年以上である
削除

育児時間 介護時間

⑴ 勤務日が週３日以上又は年121日以上である

⑵ 勤務時間が６時間15分以上の日がある

⑶ 特定官職に引き続き在職した期間が１年以上である
削除

子の
看護休暇

短期
介護休暇

⑴ 勤務日が週３日以上又は年121日以上である

⑵ ６月以上の任期が定められている又は６月以上
継続勤務している

緩和


